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１ 第１号被保険者の推計と要介護認定者数 

 

（１）第１号被保険者の推計  

北九州市における第１号被保険者の推計では、65 歳以上の合計では令和３(2021)

年度の 29 万２千人をピークとして、その後は減少する見込みです。一方で要介護認

定率が高くなる75歳以上の後期高齢者は今後も増加し続け、その中でも85歳以上は、

令和 17(2035)年度には約７万１千人になることが予想されます。 

 

 

 

（２）年齢階層別要介護認定率 

   要介護認定率（第１号被保険者数に対する要介護認定者数の割合）を年齢別に見る

と、令和５(2023)年３月において、65 歳以上 75 歳未満は 5.6％、75 歳以上 85 歳未

満は 21.7％と上昇していき、85 歳以上では 65％となっています。このように認定率

を年齢階層別に分けて見た場合、高齢になるにつれ認定率が大きく上昇していること

や全国平均を上回っていることがわかります。 

 

【図表 1 第 1 号被保険者の推移】 
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（３）要介護認定者数の推移  

本市における要介護認定者数の推計では、全体数は今後も緩やかに増加を続け、令

和 17（2035）年頃にピークの約７万３千人となる見込みです。また、高齢者人口に

対する後期高齢者人口の占める割合の増加等により、要介護認定率も同様に令和 17

（2035）年度まで上昇することが見込まれます。 

 

 

 

【図表 2 年齢層層別要介護認定率】 令和 4 年度末時点 
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２ 日常生活圏域の設定 

 

（１）日常生活圏域とは 

日常生活圏域は、地域の実情を踏まえた介護サービス基盤の整備を計画的に推進し

ていくことを目的として、介護保険法の改正により平成 18(2006)年度から設定され

ました。 

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サー

ビスを提供するための施設の整備の状況等を総合的に勘案して、高齢化のピーク時ま

でに目指すべき地域包括ケアシステムを構築する区域を念頭において、中学校区単位

等、地域の実情に応じた日常生活圏域を定めることとされています。 

 

（２）日常生活圏域の設定について 

本市においては第８期介護保険事業計画に引き続き、地域包括支援センターが設置

されている 24 か所に圏域を設定しています。 
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（３）日常生活圏域ごとの概況 
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３ 介護給付等対象サービスの量の見込み 

 

（１）介護サービス利用者数の見込み 

介護保険制度が開始された平成 12(2000)年度以降の推移を見ると、全体の介護サ

ービス利用者は、要支援１・２の介護サービスの一部が地域支援事業へ移行したこと

等により一旦減少しました。しかし、本市では今後も後期高齢者人口の増による要介

護認定者数の増加等を要因として、介護サービスの利用者数が引き続き増加する見込

みであり、令和７(2025)年度には全体で５万人を超え、令和 17(2035)年度には、５

万３千人弱になることが見込まれます。 

 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R17 R22 R27 R32

46,937 46,990 48,197 48,601 48,885 49,654 50,095 50,663 52,314 52,910 51,131 47,519 45,271

施設・居住系サービス利用者 14,193 14,056 14,036 13,864 13,823 13,448 13,458 13,720 13,534 13,796 13,588 12,624 11,891

 利用者（実人数）

 介護サービス利用者
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（２）第８期サービス利用実績と第９期サービス利用見込み 

第９期については、サービス種別ごとの利用率や利用回数の実績などから、以下の

利用量を見込んでいます。 

【第８期サービス利用実績】 
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 【第９期(令和６(2024)年度～令和８(2026)年度)サービス利用見込量】 
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（３）地域密着型サービス量の見込み等 

 

➀ 圏域別定員（施設・居住系） 
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  ② サービス利用量の見込み 

 
【在宅系サービス（日常生活圏域別）】 
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【施設・居住系サービス（日常生活圏域別）】 

 

 

 

（４）高齢者福祉施設等の整備及びサービス利用量の見込み 

➀ 整備にあたっての基本的な考え方 

（ア）国の「第９期介護保険事業計画の基本指針」を踏まえながら、いわゆる団塊

ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22(2040)年を見据え、本市の実情に応じ

た介護サービス基盤の整備に努めるとともに、地域包括ケアシステムの深

化・推進に取り組みます。 

 

（イ）介護サービス基盤の整備においては、人口構造の変化や技術進歩等に対応し

た質の高い介護サービスを提供できるよう、人材確保・人材育成の充実や、

介護ロボット・ＩＣＴ等を活用した介護現場の働き方改革などの取組みを支

援し、持続可能なサービス提供体制の確保に努めます。 

 

（ウ）また、施設整備にあたっては、地域の介護等の拠点施設として、地域交流ス

ペース等を活用した地域との連携に取り組む等、地域に開かれた施設づくり

を推進します。 
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（エ）高齢者が介護や医療が必要となっても、自らの意志で自分らしく、住み慣れ

た地域で療養しながら安心して暮らしていけるよう、地域密着型サービスの

整備を推進します。 

 

（オ）整備量については、今後の高齢化の推移、待機者の状況、市民ニーズ、既存

施設の整備状況、医療計画との整合性等を踏まえながら、給付と負担のバラ

ンスにも留意し、様々な状況の変化に対応できる介護サービス提供体制の確

保に努めるとともに、在宅サービス等も含めた広い視点で必要なサービスの

検討を行い、設定します。 

 

② 各サービスの整備方針 

（ア）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※地域密着型を含む 

介護老人福祉施設については、これまでの整備により利用率は安定し、待機

者も多い状況ではなく施設を選ばなければ入所できる状況にあるため、現在の

定員数を維持します。 

 

（イ）介護老人保健施設 

介護老人保健施設については、これまでの整備により利用率が安定している

ため、現在の定員数を維持します。 

 

（ウ）介護医療院 

介護医療院については、これまでの整備により利用率が安定しているため、

現在の定員数を維持します。また、医療計画における医療療養病床からの転換

及び介護療養型医療施設からの転換は令和５(2023)年度末で完了します。 

 

（エ）認知症対応型共同生活介護 （認知症高齢者グループホーム） 

    今後の認知症高齢者の推移や老朽化等により廃止する事業所の状況等を考

慮し、現在の床数維持のため、認知症対応型共同生活介護を整備します。整備

にあたっては、１事業所２ユニット（定員 18 名）を基本として、新設、増床

などの手法にて行います。 

 

（オ）特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム） ※地域密着型を含む 

施設の老朽化等により廃止する事業所の状況等を考慮し、現在の床数維持の

ため、特定施設入居者生活介護を整備します。 

また、本市の将来を見据えて、生産性の向上、介護人材の育成、科学的介護

の推進などの課題に対応できる施設整備を行います。 

整備にあたっては、新設や、既存施設の有効利用の観点から転換などの手法

も含めて行います。 
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（カ）地域密着型サービスの整備（施設・居住系を除く） 

高齢者が、医療や介護が必要となっても、自らの意志で自分らしく、住みた

い場所で在宅生活を継続できるよう、地域密着型サービス（定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

の整備を推進します。 

【施設・居住系サービスの整備目標】 

 

参考【その他の老人福祉施設等の整備状況】※老人福祉法上の施設 

 
 

参考【有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の整備状況】※老人福祉法上の施設 

 

  

③ 施設サービス量の見込み 

施設種別ごとの利用状況や施設整備計画などから、利用料を見込んでいます。 

【第９期（令和６(2024)年度～令和８(2026)年度）サービス利用見込量】 
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４ 地域支援事業について 

（１）地域支援事業の概要 

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防し、又はその軽減

や悪化の防止を図り、可能な限り地域で自立した生活を送ることができるように支援

するものであり、「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」

により実施します。  

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

  （ア）介護予防・日常生活支援総合事業の見込み量 

     介護事業者（専門職）による予防給付型サービス、民間企業・ＮＰＯ法人等

による基準を緩和した生活支援型サービス、住民主体による支援サービス、介

護予防に重点を置いた期間限定の短期集中予防型サービスについては、過去の

実績と年度ごとの高齢者数等を踏まえ、サービス量を推計しました。 

また、すべての高齢者等を対象とした一般介護予防事業の参加者数については、

過去の実績と年度ごとの高齢者数等を基に見込み量を推計しました。 

地域リハビリテーション支援体制推進事業は、関係者が市民のニーズに応じた

質の高い相談支援ができるよう、リハビリテーション専門職の助言・提案等の活

用度を見込んでいます。 

なお、今後もこのサービスのあり方について、介護や福祉に関する国や地域ニ

ーズの動向を見ながら検討を行っていきます。 
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（イ）介護予防・日常生活支援総合事業見込み量の確保のための方策 

高齢者が支援や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して生活

が続けられるよう、日常生活において介護予防や健康づくりを進めていきます。

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防や健康づくりの取組みは第５

章に掲げています。 

 

② 包括的支援事業 

（ア）包括的支援事業の見込み量 

     要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した

日常生活を送ることができるよう支援します。 

     高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、在宅医療と介護が切れ目なく提供される環境づくりのため、北九

州医療・介護連携プロジェクト推進事業（とびうめ＠きたきゅう）の登録者数

の増加を見込んでいます。 

     生活支援体制整備事業では、住民主体の生活支援体制を構築するため、地域

支援コーディネーターが支援する協議体数の増加を見込み推計しました。 

     地域ケア会議推進事業では、オンライン開催が可能な環境の整備を行い、感

染拡大期でも地域ケア会議の実施に取り組み、令和５(2023)年度には、年間 611

回開催しました。開催回数を維持し、個別や地域課題の解決に向けて取組みを

進めます。 
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（イ）包括的支援事業の見込み量の確保のための方策 

地域包括支援センターでは、総合相談、介護予防ケアマネジメント、権利擁護

事業、地域ケア会議などを包括的に行うと共に、国の動向を踏まえ、円滑に業務

が実施できるよう体制整備を行っていきます。 

医療・介護等の多職種との連携や地域関係者とのネットワークを活用しながら、

高齢者を取り巻く複雑・困難な課題への対応や「自立支援」「介護予防」に関す

る取組みは第５章に掲げています。 

 

③ 任意事業 

（ア）任意事業の見込み量 

     地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるようにするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、

被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた

必要な支援を行うことを目的とします。 

在宅高齢者等の自宅に緊急通報装置を設置する、あんしん通報システム事業

については、広報の充実・拡大により、新規利用者の増加を図ります。 

     高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域のニーズ等

を踏まえながら、訪問給食など在宅福祉サービスを後期高齢者数や要介護度を

基にサービス量を推計しました。なお、任意事業から外れる予定のおむつ給付

は保健福祉事業へ移行し、全額保険料財源で継続します。 

 

 

 


